
OECD諸国における社会保障支出と国民負担率の関係【2011年】

OECD諸国と比較すると、日本の社会保障支出は中程度である一方、国民負担率は低水準である。
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（出典）国民負担率：OECD “National Accounts”、同 “Revenue Statistics”、内閣府「国民経済計算」等
社会保障支出：OECD “National Accounts”

（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）国民負担率：各国2011年実績、日本は2011年度、ニュージーランドは2005年、カナダは2006年の実績。
（注３）政府の社会保障支出：各国2011年実績、日本は2011年度、ニュージーランドは2005年、カナダは2006年の実績。

（単位：％）
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7. 所得税の課税最低限
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第二個別税自の現状と課題

一個人所得課税

4. 課税ベースとしての所得

(お課税最低限と控除

わが国税制の現状と課題(抄)

-21世紀に向けた国民の参加と選択一

〔平成12年 7月 〕
政府税制調査会

個人所得課税においては、すべての納税者について認められる基礎控除のほか、個々の納税者の税負担能力(担税力)

を減殺させる事情がある場合、これを調整するために、配偶者控除等、扶養控除などの人的控除、さらに医療費控除、

社会保険料控除などの所得控除が設けられています。なお、給与所得については、所得金額の計算の段階で、給与収入

を得るために必要な経費を概算的に控除することなどの趣旨から給与所得控除が設けられています。

各種所得の金額の合計額からこれらの諸控除を差し引いた金額が課税対象となる金額となりますので、各種の所得の

金額の合計額が諸控除の合計額以下であれば課税はされません。この点に着目して、納税者の大半を占める給与所得者

について、その水準以下では課税されず、その水準を超えると課税が始まる給与収入の水準を示す指標を課税最低限と

呼んでいます。具体的には、様々な控除のうち、一般的に適用されるもの、すなわち、給与所得控除、基礎的な人的控

除(納税者の世帯構成などの事情に応じて適用される基礎控除、配偶者控除及び配偶者特別控除、扶養控除の各控除を

言います。)、社会保険料控除の各控除額を合計した額が課税最低限となります。なお、課税最低限は、控除額の積重ね

として決まるため、世帯構成などに応じてそれぞれ異なる金額となります。

課税最低限は、経済生活を通じて所得を得た国民が個人所得課税の負担を分かち合う際に、ここまでは税負担を求め

ないという給与収入の水準を示すこととなります。また、この水準を超える者にとっても、課税最低限を構成する基本

的な控除は、税率とあいまって、その税負担を左右する要素となっています。

このように課税最低限は、一定の基本的な控除の控除額を積み上げた結果定まるものですが、個人所得課税の負担構

造を示す重要な指標として使われています。
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盟壁担豊重量盟理笠盤整J
単身 夫婦のみ

夫婦子 1人 i 夫婦子2人

[中学生】 I [大学生+中学生]I【大学生十高校生]
考備

配偶者控除臨時加算(昭和62年のみ)

昭和62年 I 967 I 1，551 I 2，091 I 2，615 I 2，615 I配偶者特別控除の創設(昭和62年のみ
経過措置による減額調整)

63 1.556 2.095 2.619 2.619 

平成充年 1.075 1.928 2.484 3.198 3.349 給与所得控除の最低保障額の引上げ
各種人的控除の引上Iず

円。
3.277 3，486 I特定扶養控除の引上げ

7 1. 107 2.095 2. 698 3. 539 3， 753 I給与所得控除及び各種人的控除の引上げ

10 3，616 3，890 I特定扶養控除の引上げ

11 2.857 3. 821 4.027 I特定扶養控除、年少扶養控除の引上げ

12 1. 144 2. 200 2. 833 3. 842 4. 200 
年少扶養控除の引上げ廃止
(社会保験料控除の計算式の改訂)

16 1.566 2. 200 3. 250 3.657 I配偶者特別控除の上乗せ部分の鹿止

23 1，566 2.616 3. 250 年少扶養控除の鹿止
特定扶養控除の縮減

27 L 211 1，688 1.688 2.854 3， 545 I (社会保険料控除の計算式の改訂)

(;，主 1)夫婦は、夫婦のうちいずれか一方のみが給与所得者の場合である。
(注2)課税最低隈の算出に当たっては、一定の社会保険料が控除されるものとして計算している。
(j主3)社会保険料控除の計算式Ij::，平成12年(給与収入の 7'7も→10%)及び平成27年(給与収入の10%→15%){こ改訂している。
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所得税の課税最低限の内訳(片働き・単身の給与所得者の場合)

【夫婦子2人(大学生と高校生を扶養)】

社会 基礎 配偶者 ‘特定扶養
扶控 養除給与所得控除 保険料 控除 控除 控除

控除 354.5万円
124.4万円 53.2万円 38万円 38万円 63万円 38万円

【夫婦子2人(大学生と中学生を扶養)】

社 会 基礎 配偶者 特定扶養
給与所得控除 保険料 控除 控除 控除

控除 285.4万円
103.6万円 42.8万円 38万円 38万円 63万円

【夫婦子1人(高校生を扶養)】

社会 基礎 配偶者 扶 養
給与所得控除 保険料 控除 控除 控除

控除 240.0万円
90.0万円 36.0万円 38万円 38万円 38万円

【夫婦のみ】

社会 基礎 配偶者
給与所得控除 保険料 控除 控除

控除 168.8万円
67.5万円 25.3万円 38万円 38万円

【単身】

社会 基礎
給与所得 控除 保険料 控除

控除 121.1万円
65万円 18.2万円 38万円
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所得税の課税最低限の内訳(共働きの給与所得者の場合)

【夫又は妻(大学生と中学生を扶養)】285.4万円 【妻文は夫(1"¥ート労働者の場合)】103万円

給与所得控除
社会保険

基礎控除
配偶者

特定扶養控除
料控除 控除

103.6万円 38万円 63万円
42.8万円 38万円

給与所得控除 l基礎控除

65万円 138万円

【夫又は妻(大学生と中学生を扶養)】254.5万円 【妻文は夫】121.1万円

給与所得控除
社会保険

基礎控除 特定扶養控除

94.4万円
料控除

38万円 63万円
38.2万円

給与所得控除 基礎控除

65万円 38万円

配偶者特別控除 21万円 社会保険料控除 18.2万円

【夫文は妻】168.8万円 【妻又は夫(パート労働者の場合)】103万円

給与所得控除 基礎控除
配偶者

67.5万円 38万円
控除

38万円

給与所得控除 l基礎控除

65万円 138万円

社会保険料控除 25.3万円

【夫文は妻】145.8万円 【妻文は夫】121.1万円

給与所得控除 基礎控除 給与所得控除 基礎控除

65万円 38万円 65万円 38万円

社会保険料控除 配偶者特別控除 社会保険料控除 18.2万円

21.9万円 21万円
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所得税に係る課税最低限(単身)の内訳の推移

給与所得控除 3.4万円

基礎

昭和36年 控除 12.9万円
9万円

社会保険料控除 0.5万円

昭和49年
(給与所得控除の拡充)

給与所得控除 基礎控除

50万円 24万円
77.8万円

社会保険料控除 3.9万円

昭和63年
給与所得控除 基礎控除

57万円 33万円
96.7万円

社会保険料控除 6.8万円

社会

平成16年
給与所得控除 保険料 基礎控除

65万円 控除 38万円
114.4万円

11.4万円

平成27年
給与所得控除

社会保険料
基礎控除

控除
65万円

18.2万円
38万円

121.1万円
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昭和36年
(配偶者控除の創設)

昭和49年
(給与所得控除の拡充)

昭和63年
(配偶者特別控除(昭和
62年創設)の済額適用)

平成16年
(配偶者特別控除

上乗せ分の廃止)

平成27年

(備考)片働き世帯を想定。

所得税に係る課税最低限(夫婦のみ)の内訳の推移

社会保険料控除1.0万円

給与所得控除

50.0万円

給与所得控除

62.2万円

給与所得控除

65.0万円

給与所得控除

67.5万円

基礎控除 9万円

配偶者控除 9万円

基礎控除

24万円

t 

配偶者控幹 I 103.1万円
24万円

社会保険料控除 5.2万円

基礎控除 配偶者控除
|特別控除I155.6万円

33万円 33万円

l 

社会保険料控除 10.9万円

社会

保険料 基礎控除

控除

社会保険料

控除

25.3万円

38万円

基礎控除

38万円

配偶者控除 I 156.6万円
38万円

配偶者控除

38万円
168.8万円
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昭和36年
(配偶者控除の創設)

昭和49年
(給与所得控除の拡充)

所得税に係る課税最低限(夫婦子2人)の内訳の推移

社会保険料控除1.3万円

給与所得控除

66.2万円

基礎控除 9万円

配偶者控除 9万円

扶養控除 5万円・3万円

170.7万円

昭和63年
(配偶者特別控除(昭和
62年創設)の満額適用)

給与所得控除

95.1万円

目配偶者
基礎控除ll 控除
33万円 l

扶養控除|扶養控除I261.9万円
33万円 I33万円

平成16年
(配偶者特別控除
上乗せ分の廃止}

平成27年

給与所得控除

115.5万円

給与所得控除

103.6万円

(備考 1)大学生及び中学生を扶養している片働き世帯を想定。

社会保険料

控除

42.8万円

I 33万円

基礎控除

38万円

基礎控除

38万円

配偶者

控除

38万円

配偶者
控除

38万円

(備考 2)平成22年度改正において、 子ども手当(現 :児童手当)の財漂として年少扶養控除が廃止された。

特定扶養控除

63万円

特定扶養控除

63万円

扶養控除
38万円

285.4万円

325.0万円
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扶養控除について

【平成22年度当時】 【平成22年度当時】
子ども手当(現:児童手当)の財源 高校の実質無償化の財源

63万円

58万円

48万円

(国:5，000億円〕
地方:4， 000億円 )

r-，ags 63万円
E 畠 ー ...... .--r 
i+~ . 
3 争

点。
:i【22改正後】1:
旬25万円縮減
-1 J 

〔国:1鵬円 〕
地方: 400億円

38万円l-----:...・2LJ39互町、 JJ!特定扶養控_.'--.... 

児童手当
支給額

.? ~.企

J 扶養控除 ，......1扶養控除

(年少) 三
~ 

， 【22改正後】 r 
'e， 廃止 -J
'・.~
‘ ・---・・s

15歳 16歳 18歳 19歳 22歳 23歳

0-3歳未溝
卜一 3一←歳~小学校修了まで ーー一一一一一

月 :15， 000円(年:18万円}

…第 1子、第2子月 :10，000円(年:12万円)
…第 3子以降 月:15，000円 (年 :18万円)

高等学絞等
就学支援金

支給額

38万円

扶養控除

(成年)

年収250万円未渇程度

-年収250-350万円程度

-年収350-590万円程度
{平成27年度) 中学生 月:10，000円 {年:12万円)

(平成26年4月-) -年収590-910万円程度
所得制限(年収960万円)以上

(当分の聞の特例給付)
月 :5.000円 (年 :6万円) -年収910万円程度~

58万円

同居老親等加算
48万円

老人扶養控除

69歳 70歳~

月 :24， 750円 (年 :29. 7万円)

月 :19， 800円(年 :23.76万円) 私

月 :14.850円(年:17.82万円)

月 9.900円(年 :11. 88万円)

支給無し
~j立



87

0123456789

所得税の課税最低限及び税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入の国際比較

給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(r所得税の課税最低限J)は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味

した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。

(2015年1月現在)
(単位:万円)(給与収入)

1∞0 

9∞ 
"∞o 

夫婦のみ(片働き)

800 
!817.81 

夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)900 

8∞ 
7∞ 

100 

6∞ 
5∞ 
400 

3∞ 
2∞ 

713.7 
一
9

一
幻一6

，
 

•• 
a------E
，
 

....• 

税額と一般的な給付の給付額
が等しくなる給与収入

r-------， 
j411.7j 

課税最低限

447.8 

7∞ 
6∞ 
5∞ 
400 

300 

200 

1∞ 

フランスドイツイギリスアメリカ本日

。
フランスドイツイギリスアメリカ本日

。

，.∞o "α)Q 

身単900 夫婦子1人(片働き、中学生)9凹

800 8∞ 
7∞ 

5∞ 

300 

2∞ 
100 

6∞ 

4∞ 

119.2 
一5一3

一
伺

F
.

，es
a
-! 411.7 ! 401.4 

imj 

7∞ 
6∞ 

2∞ 
1∞ 

5∞ 
400 

3∞ 

フランス

(備考)所得設喜重及び絵付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される鐙除や給付等を考慮している.

{注)1.比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13患として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19露、第2子がね怠として計算している.

2.日本については、 2013年(平成25年)1月からの復興特別所得狼を加味していない.フランスについては、2012年1月からの高額所得に対する所得課税を加昧していない。

3.アメリカの児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童手当制度は設けられていないため所得税の課畿最低限は変化しない。イギリスの夫婦子2人及び夫婦子1人については、全額給付の児童税額控除・就労

税額鐙除及び児童手当を含めた場合の数字。なお、フランスの家篠手当は子どもが2人以上いる場合に支給される.

4.邦貨換算レート:1ドル=116円、 1ポンド=183問、 1ユーロ=145円(基準外国為嘗相場及び設定外国ゐ替相犠:平成27年(2015年)1月中適用}。なお、靖数Iま四鎗五入している.

ドイツイギリスアメリカ本日

。
フランスドイツイギリスアメリカ本日

。
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日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

カナダ

スウェー
ナン

所得税の課税最低限の内訳の国際比較(給与所得者の場合)①

除糊
珂

-ロ
ル
戸
h
u

射
一
山
内
6

単
一
章

在蚕房面再
控除

18.2万円

基礎控除
38万円 I121.1万円

(2015年1月現在)

730.2万円
(注)

基礎控除 21.0万円

基礎税額控除
87.5万円

勤労税額控除 4.6万円

(注) フランスとスウェーデンには、当該金額のほぼ全額に対して一律に課される税(フランス:社会保障関連諸税(8%)、スウェーデン(ストックホルム市):地方税(29.78%))が存在。

(備考)1.所得税額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一般的に適用される控除を考慮している。

2.邦貨換算レートlま、 1ドル=116円、 1ポンド183円、 1ユーロ=145円、 1カナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円(基準・裁定外国為省相場:平成27年(2015年)1月中適用)。

オランダ

概算控除
73.1万円 |怨旨 1

119.5万円

一

一

基礎控除
183万円

183万円

ゼロ税率
121.1万円 165.4万円

291.1万円

(注)

161.4万円

ゼロ税率

709.3万円

92.1万円



89

所得税の課税最低限の内訳の国際比較(給与所得者の場合)②

(2015年1月現在)

【夫婦のみ】

J_斗 1…|給与問控除!
67.5万円 / 

!社会保険料控除 25.3万円

概算控除 i 人的控除
73.1万円 I 92.8万円

配偶者控除 38万円

合算分割課税|
73.1万円 I 239.0万円

日本

アメリカ

ス
日
ソギイ 183万円

ゼロ税率
121.1万円

313.2万円ドイツ

低所得者控除 合算分割課税 ゼロ税率
140.5万円 524.0万円

(注)

カナダ 273.9万円

ゼロ税率
709.3万円 173悶円

(注)

オランダ

勤労税額控除 4.6万円

92.1万円

(注) フランスとスウェーデンには、当該金額のほぼ全額に対して一律に課される税(フランス:社会保障関連諸税(8%)、スウェーデン(ストックホルム市):地方税(29.78%))が存在。

(備考)1.所得税額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一般的に適用される控除を考慮している。

2.邦貨換算レートは、 1ドル=116円、 1ポンド183円、 1ユーロ=145円、 1カナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円(基準・裁定外国為替棺場:平成27年(2015年)1月中適用)。
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所得税の課税最低限の内訳の国際比較(給与所得者の場合)③

日本

【夫婦子2人(片働き、大学生、中学生)】

給与所得控除
103.6万円

社会保険料控除 42.8万円

(2015年1月現在)

285.4万円

概算控除
73.1万円

人的控除
185.6万円

合算分割課税
73.1万円

児童硯額控除
116.0万円 447.8万円アメリカ

ス-E，
 

ギイ
基礎控除
183万円

ドイツ
合算分割課税
121.1万円

ゼロ税率
121.1万円 313.2万円

フランス

概算控除1.0万円
被用者控除 14.5万円

給与所得概算控除| 社会保険料控除
57.9万円 I 134.3万円

;社会保険料税額控除 16.9万円

;I /勤労税額控除 11.8万円

基礎税額控除
116.7万円

低所得者控除
93.8万円

合算分割課税
281.0万円

ゼロ税率
140.5万円 713.7万円

(注)
少額不徴収点 6.2万円

カナダ
配偶者税額控除

116.7万円 273.9万円

勤労所得手当 11.8万円

スウx-I I 
7ン I ¥ I 

t基礎控除 21.0万円

/ 勤労税額控除 4.6万円

オランダ『繍税額控除 I92.1万円
1I 87.5万円 l 

(注) フランスとスウzーデンlこは、当該金額のほぼ全額に対して一律に課される税(フランス:社会保障関連諸税(8%)、スウェーデン(ストックホルム市):地方税(29.78%))が存在。

(備考)1.所得税額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一般的に適用される控除を考慮している。
2.邦貨換算レートは、 1ドル=116円、 1ポンド183円、 1ユーロ=145円、 1カナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円(基準・裁定外国為替相場:平成27年(2015年)1月中適用)。

ゼロ税率
709.3万円 ド30.2万円

(注)
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8幽経済社会の構造変化に関する

これまでの主な意見
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経済社会の構造変化に関するこれまでの主な意見
(今回の事務局説明資料に関連する意見を抜粋)

。若年層lま、働き方の変化により年収水準が大きく低いiまう!こシフト。また高齢者は、収入が少ない傾向にあり、世帯によって

大きな格差が存在する。

。たまたま良いときに生まれた人は、たまたま悪いときに生まれた人とリスク分散すべきで、若年調壮年層への再分配の強化

が必要。たまたま裕福な家に生まれた人はたまたま生活が大変なところに生まれた人とリスク分散すべきで、世代内の再分

離も重要。

。現在の再分配政策iま、貧困リスクの高まりに十分対応出来ていない。若い人も高齢者も、「盟っている人Jを「囲っていない

人jが助けるという誰もが納得出来る仕組みに変えていく必要。

。格差の問題を議論する際には、所得税だけではなく社会保険料や給付のあり方も議論する必要。また、相続税の意味も非

嘗に大きい0

0 再分配機能の再構築のためには、①控除を中Iむとした措置をゼロベースで、見直すこと、②簡素な税にすること、③所得だけ

でなく資産も含めて公平性を考えること、④社会保障の給付園負担も含めてトータルで所得再分配を見ていくことが必要である。

O 夕、田ーパんに人も動く時代に立ってきたという側面は、所得税を考えていく上でも重要な視点

。圏っている人か、菌っていない人かを所得概念を使って線引きする上で、今ある所得の定義、つまり、控除を引いた後の所

得という定義自体を見醒す必要がある。ただし、開じ所得を持っていても、家族構成などは遣うので、何らかの麗人性を反映

させたラインが必要。

。所得控除ではなく今度は税額控除も視野に入れてどのように税を控除するかという控除のあり方、仕組みそのものについ

ても検討の余地はある。

。課税最{正日震以下の人への再分配に対応していくためには、給付付き税額控除の設計が必要だが、他方で税務上の問題も

あるので整理が盛要。

。再分自己機能を高める意義をきちんと説明し、経済成長への攻めの姿勢のようなものを示していくことが大事。再分配機能を

高めるということli..①誰もがリスクをかかえる中で、社会全体のセーフテイネット機能を高める、②社会保障制度の持続可能

性を高める、③経済成長への社会基盤としてのヒューマンキャピタルに寄与するといった意義があるのではないか。
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9. 前回の補足説明




